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★ポイントは3点★

①早い初期対応
②一人にしない！
③事業主の対策



① 早い初期対応
～法改正で厚生労働省が強調したポイント



Ⅰ度：熱失神・熱けいれんの症状
主な症状：大量の発汗・めまい・立ちくらみ（失神）・筋肉痛・こむら返り

Ⅱ度：熱疲労の症状
主な症状：頭痛・吐き気・嘔吐・倦怠感

■Ⅲ度：熱射病の症状
主な症状：意識障害・40度以上に体温が上昇・発汗停止・皮膚の乾燥・昏睡

一度症状が出ると、個人差もあるが
思ったより進行が早いことを忘れずに！

熱中症の分類



厚生労働省による労働安全衛生法に基づく省令の改正が決まり

2025年6月1日に

改正労働安全衛生規則が施行 されました
これにより

職場における熱中症対策が罰則付きの義務化

［罰則］

6カ月以下の懲役、または、50万円以下の罰金





【強調されているポイント】

「見つける」 → 「判断する」 → 「対処する」

①熱中症の恐れがある労働者を早期発見し

社内で報告するための体制整備

②重症化を防ぐための応急処置や

医療機関への搬送など手順の作成

③それらの内容の関係者への周知

発症者発見から適切な対応の流れをシュミレーションしておくこと！



職場における熱中症対策
～ 厚生労働省PDF



★症状が改善しない場合は病院・救急隊要請へ！

シュミレーションを
社員全員で共有！



●意識障害
＞＞意識が無い～呼びかけに応じない
＞＞言動がおかしい 会話が成立しない
＞＞ろれつがまわらない

●全身硬直～けいれん
●運動障害
＞＞まっすぐ歩けない
＞＞立ち上がれない

●異常な体温上昇

上記症状（Ⅲ度）の場合は、
皆で協力し、会社・顧客担当に報告しつつ

即！救急隊要請！



#7119（救急安心センターなごや）とは？
急な病気やケガをした時に、「今すぐに病院に行った方がよいか」「救急車を呼んだ方がよいか」など判断に迷った際
に、24時間365日体制で看護師等からアドバイスを受けることができる電話相談窓口です。
ただし、突然の激しい頭痛、意識がもうろうとしている、大量の出血を伴うケガなど緊急を要する場合には、ためらわ
ずに119番で救急車を呼んでください！







応急処置のポイント



★意識がはっきりしない発症者に
水を無理やり飲ませてはいけません！

誤嚥の可能性があり、かえって危険です。





作業をして暑くなってからでなく
作業前にあらかじめ冷やして

深部体温を下げておくことも有効だそうです



②一人にしない！

～熱中症発症者をほったらかしにしてしまうと？



熱中症の特徴として
比較的軽い症状のうちに
適切な対処を施さないと
症状が重篤な状態に 早く進んでしまう

ということは。。。

「我慢と放置」 が一番ヤバイ！



真面目な人ほど
「現場に迷惑を掛けてはいけない」と我慢します。

朝礼などで

「具合が悪くなったら、遠慮なく申し出を！」
と、作業員に強く念を押しておくこと！



熱中症を重篤にしないために

一人作業を出来るだけ回避しましょう！

一線を越えたら急速に症状が進行する
ところが熱中症の怖い所です
人の目に付かない所で発症し

熱痙攣から来る 身体硬直 により

動けなくなってそのまま死に至るまで放置！
ということにもなりかねません！



実際の死亡事故事例 ①

交通誘導員A（59才）は良く晴れた夏日（気温33.8度）に、
朝から定期的に小休憩を挟み作業に従事していたが、
昼休憩（1時間）後の14時頃、立ち眩みと手足のしびれを感じ、
作業管理者に了解を取って、
作業エリア内の道路高架下日陰で休憩をしていた。
約1時間後、作業管理者が様子を見に行ったところ
Aさんは意識を失っており、
呼びかけにも応じなかったので急いで救急車を要請。
程なく病院にて処置を受けたが、
4時間後多臓器不全で死亡した。

休息させる時も ほったらかしは絶対にダメ！



実際の死亡事故事例 ②

塗装工B（39才）は気温３４℃（曇天）の中、
ビル外部階段手摺の塗装下地作りの作業をしていた。
午後3時の休憩を職長が携帯で連絡したところ応じず、
現地に様子を見に行ったところ、
階段踊り場で意識を失いうずくまった形で発見された。
急いで病院搬送されたが、
熱中症進行による多臓器不全で翌朝死亡した。
現場外階段はほとんど人も立ち入らず、
うずくまっていた踊り場は ５F（7F建てのビル）で
外部からも視認しづらい状況であった。

誰からも視認されない 一人作業は危険！



株式会社ラインナップでは

現場から早退させる時や

病院に向かわせる時も必ず「付添い」を付けます

具合が悪いときに一人で行動させると

気分が悪くなって
公衆トイレなどの個室に入ってしまう可能性があります
個室内で症状が悪化したら誰からも視認されず
助けも呼べません



繰り返しになりますが

①視認されない一人作業を作らない！
②発症者を一人にしない！

この2点！お忘れ無きよう！



③ 事業主の対策





愛知名古屋ディスプレイ協同組合主催

「熱中症予防管理者講習」

日時 ： 5月12日（火） 13:30 ～ 17:00
場所 ： ポートメッセなごや 交流館内会議スペース

組合員の企業様には、追って受講方法等をお知らせいたしま
す。奮ってご参加ください！



教育内容

熱中症予防管理者教育のカリキュラムは、厚生労働省の「職場における熱中症
予防基本対策要綱」に基づいています。主な内容は以下の通りです。

•熱中症の症状: 熱中症の概要、発生する仕組みと症状 (30分)。

•熱中症の予防方法: 暑さ指数（WBGT）の評価、作業環境管理、作業管
理、健康管理、労働衛生教育の重要性 (150分)。

•緊急時の救急処置: 緊急連絡網の作成と周知、緊急時の救急措置 (15分)。

•熱中症の事例: 熱中症の災害事例 (15分)。

合計で3.5時間の講習となります。



正しい知識に基づいた
迅速で適正な対応を

全員で共有し

熱中症０ゼロで
今年の暑さも乗り切りましょう！

ご安全に！
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